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石見駅前 Miimo

コロナ？

2022年には+17億

地方交付税の額

三宅町はお金が無いって ホント？
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右のグラフをご覧ください。２０年ほど前に負債が50
億、基金が１５億だったところから、人件費、住民サー
ビスの緊縮で、負債を減らし基金を増やしてきたことが
わかります。
（右グラフ 水色の折れ線）
しかし、実はこの負債の中には「みかけの負債」が含

まれています。その最たるものが「臨時財政対策債」と
いうものです。（右グラフ 緑色の点線折れ線）
（国が後の返済を100％補填。地方交付税の代替物）
同様に、過疎債も７０％が交付税措置されるものです。

これらを除いた負債額と基金をグラフにすると図２よう
になります。
（図２ 負債 灰色＋赤折れ線 基金 紺色折れ線）
⇒既に2013年で、基金＞借入 となっている。

図３は、臨財債と過疎債の70%を差し引いた負債額と、
基金の差額をプロットしたものです。
令和3年、４年ではさらに基金-負債の額を増してきてい
ます。
これはコロナ関連の特別交付金や、過疎債残高増に伴う
普通交付税増の影響などが考えられると思います。
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今、公共がお金を貯める時なのでしょうか？
今こそ 有効に活用すべきです。
住民のほうを向いて、
教育に福祉に、インフラに、そして産業振興に積極活用しましょう。

負債

基金

正味の負債

基金

令和6年 今年もよろしくお願いします。
この度の能登半島地震により被害に遭われた方々に
お見舞い申し上げるとともに、皆様の安全と一日も早い
復旧・復興を祈念いたします。

※12月議会の様子はP2,P3にあります。

「三宅町では小さすぎて何もできない」というのは本当でしょうか？

コロナ禍、県立工科大のこと、ウクライナやガザ、国のぐだぐだぶりなどを通して、
よくわかった事は、政治を人まかせにしてはいけないということ。自分たちの手で、
めざす社会を作ってゆかねばならいということ。
そして、国よりは県、県よりは町のほうがその余地があるということ。

世の中は自分のすぐ足元から変えてゆくもの。
それしか出来ないし、実はそれが一番の近道なのかもしれません。

みやけの明日をつくる

松本のめざす社会

コロナ禍を通して私たちは、「大規模・集中・グローバル」の限界を学び
ました。今こそ、持続可能な自給・循環の社会に舵をとりなおす時です。
それは決して大都市から起こせるものではありません。
まずは、三宅のようなちょうど良いサイズの町で、持続可能な自給・循環の
社会を作ってゆきたいと思います。

みやけでできること(松本の提案)

1．学校給食の無償化から始める食の地産地消。福祉、産業振興にも！
2．エネルギー自給に向けた投資。
3．町の委託事業(約7億)を町内で消化する。やりたい人募集。

みやけの明日をつくる会
「みやけの明日」を「めざす社会」を「みやけで出来ること」
を一緒に考えてゆきましょう！会員募集中です。
毎月第三日曜日にはお話会を開催中(三河公民館、2時－４時）

(090-8452-5455、matsumo.take@miyake365.jp)まで。

三宅町のお金事情
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2013年からは実質黒字
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私は、議案４１ 第8回補正予算、議案４６ 一般職給与、議案４７ 特別職給
与、議案４８ 議員報酬、および承認５号 補正予算の専決、について反対しま
した。反対の理由はただ一点、「学童保育の委託事業に関するプロポーザル
審査」(令和２年)の件について、この10月に地裁で1審の判決が出て、司法で
は町の責任が問われなかったことに起因するものです。

「現行の保険証を残してください」
「新型コロナ後遺症に苦しむ方々に寄り添う取組み」
「水道一体化の法定協議会の傍聴、情報公開を求める」

※地方議会の意見書とは
意見書の提出とは、「町村の公益に関する事件について、

町村の議決機関としての議会の意思を決定して、国・県等
に表明する権限を行使するもので、国や県は、これを受理
して「誠意をもって処理する責任を有する」とされているもの
です。

学童保育の委託先を決める審査委員会での謎！奈良地裁は無罪判決だが
これは組織の風土にかかわるものとして見過ごしてはいけない！12月議会(令和５年第四回定例会) 12月４日～12月18日 全件可決

採択！

松本の反対討論

3件の意見書※を発議し採択されました

令和５年度第4回定例会（12月議会）案件一覧 2023.12.20 松本

NO 案件名 概要 賛否 状況

議案41 令和５年度三宅町一般会計第８回補正予算について 人事院勧告に合わせた給与等改定、ゴミ処理場
建設負担金増額など、約1600万の増額補正。

賛成多数 反対：松本

議案42 令和５年度三宅町国民健康保険特別会計第２回補正予算について出産被保険者の減額措置、国保システム改修、
など110万の増額補正。

賛成全員

議案43 令和５年度三宅町介護保険特別会計第２回補正予算について 介護サービス、介護予防サービス各々について
利用実績に合わせて予算額を移動。増減なし。

賛成全員

議案44 令和５年度三宅町下水道事業会計第２回補正予算について 人事院勧告に合わせた給与等改定、、67万6千
円の増額補正。

賛成全員

議案45 三宅町議会議員及び三宅町⾧の選挙における選挙公報の発行
に関する条例の制定について

町議会議員、町⾧の選挙の際に選挙公報を発行
するもの。

賛成全員

議案46 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制
定について

一般職の職員に対して、人事院勧告に合わせて
給与を改訂するための条例改正

賛成多数 反対：松本

議案47 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

常勤特別職の職員に対して、事院勧告に合わせ
て給与を改訂するための条例改正

賛成多数 反対：松本、渡辺

議案48 三宅町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する
条例の制定について

議会議員に対して、人事院勧告に合わせて給与
を改訂するための条例改正

賛成多数 反対：松本

議案49 三宅町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

会計年度任用職職員に対して、人事院勧告に合
わせて給与を改訂するための条例改正

賛成全員

議案50 三宅町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

出産被保険者の国保税減免に関する条例の変更 賛成全員

議案51 三宅町保健福祉施設あざさ苑の指定管理者の指定について あざさ苑の指定管理について、社協（代表）、
株）シティサービス、おおきに、のＪＶを選

賛成全員

承認５ 令和５年度三宅町一般会計第７回補正予算の専決処分の承認
について

町に対する損害賠償請求事件の第二震に関する
弁護士費用56万9千円を予備費から支出。

賛成多数 反対：松本、渡辺

発議５ 「原行の健康保険証を残してください」意見書について 国に対して、マイナンバー保険証問題に対し
て、現行の保険証を残すことを要望する意見書

賛成多数 反対：梅本、瀬角

発議６ 新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取組
の強化を求める意見書について

新型コロナウイルス感染症の後遺症で苦しむ
方々に寄り添う取り組みを求める意見書

賛成全員

発議７ 奈良県広域水道企業団設立準備協議会(法定協議会)の情報公
開を求める意見書について

奈良県知事に対して、県域水道一体化の法定協
議会について、傍聴や資料公開を求める意見書

賛成多数 反対:梅本、久保
（退席：瀬角）

議案52
(追加)

令和５年度三宅町一般会計第9回補正予算について 物価高騰対応で低所得世帯支援給付と全住民へ
のお買物券給付を行なうもの

賛成多数 反対：松本

議案53
(追加)

令和5年度三宅町下水道事業会計第３回補正予算について 三宅町流域関連公共下水道事業計画改訂の業務
委託料と翌年委託の債務負担行為の計６８２万
円。

賛成全員

議案54
(追加)

三宅町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 令和６年３月から戸籍法の改正により戸籍謄本
の広域交付等が可能となることに対応するもの

賛成全員

判決では、本事件を問題のある行為と受け止めながらも、「看過し得ない瑕疵の存する場合にはあた
らない」と、原告の訴えを退けました。しかし、裁判での事実認定を整理すると、疑念を拭い去ること
はできません。 1審判決の事実認定により、
①３名の採点修正者は、副町⾧と外部委員２名であり、そのうち外部委員の１名の修正は、修正前の採点
表を写真で撮影してメールでやり取りされていたこと。（副町⾧は当時の副町⾧）
②修正箇所は、８項目ｘ３名分であったこと。
③修正前の総合計点の１位と２位の差が１２点であったこと
④修正後の総合計点の差は、１位と２位が逆転して３点差となったこと
⑤すなわち、修正前後でこれら２者の点差が１５点も上下した修正であったということ。
といった事実が確認されました。
以前より、修正者３名のうち１名は、「1位と２位の関係が変わらないように修正した」と言われてい

ることから、副町⾧と外部審査員１名がそれぞれ８項目の奇数部分を偶数に変える修正により１５点差を
上下させたことになります。

どういう修正をすればこのような差がつくのか？
本当に奇数部分を偶数に変える修正だけしていたのでしょうか？
そして、その修正前の採点表は「廃棄していて無い」のだそうだ。

副町⾧は議会の質問に対して、修正前後の採点を確認したが、「特におかしいとは思わなかった」と答弁。
3名の修正前後の採点表を無いと言うが、今問題となっている外部審査者は、
「修正前のものをメールで送り、修正後のものをメールで送ってもらった」と言いながら
「修正前後の記録は残されていない」 と言う。

どういう処置を施せば、わずか２ヶ月ほどの間でメールの痕跡を完全に消し去ることが
出来るのでしょうか？
さらに、その後、議会が問題に挙げた後でも、振り返って調査する機会は何度もあったにもかかわら

ず、そういった解明の痕跡は全く無い。
「資料は無い」と言えばそれで済んでしまう。そんな文化をこの町に残してほしくない。

と切に望みます。

行政の機関は、町⾧を頂点としたピラミッド構造であるとは言え、このような事態を招い
た原因は、組織の風土に起因するものであり、すべての職員にあると考えます。また同時
に、これらを是正できなかった議会にも責任があります。

本件は単に１つの事件というものではなく、組織の根幹にかかわるものと、私は重くとらえています。
このような状態の下で、三宅町役場の組織を構成する者に対して、現在の社会、経済情勢がどうであろ
うとも、給与、報酬等のアップはあってはならないことと考え、それに関連する補正予算、条例改正に
反対するものです。 （議会最終日 12月18日、反対討論にて）


